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議案第77号　農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第76号　農地法第３条の規定による許可申請について

 松田主事 山岡課長  三好課長補佐
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会長 

 

事務局（局長） 
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議 長（会長） 

 

 

 

事務局 

(専門員兼農政係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から平成３０年第１２回大洲市農業委員会定例総会を開会いたし

ます。開会に当たり、宮浦会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移らせていただきます。会議規則第３条によりま

して、宮浦会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１８名、推進委員２０名中１９名で定足

数に達しておりますので、総会が成立していることをご報告申し上げま

す。 

本日、３５番 淺野誠司委員、３８番 有友章治委員より欠席の報告を

受けております。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりであります。 

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、３９番 請田竹男委員と、１番 池田 二委員を指

名いたします。 

次に、日程第２、書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に事務局の土居書記を指名いたします。 

それでは、日程第３、議案審議に入ります。 

 

まず、議案第７６号『農地法第３条の規定による許可申請について』

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７６号「農地法第３条の規定による許可申請について」をご説

明します。 

議案書１ページをご覧ください。 

１番、五郎の土地、田１筆・９７１㎡、畑１２筆・計６，１３７．７

６㎡は贈与による所有権移転です。 

所有権移転後も、引き続き水稲及び野菜の栽培を行います。 

農業は、譲受人及び父が年間を通して従事します。 

２番、菅田町宇津の土地、畑３筆・計１，４５５㎡は売買による所有

権移転です。 

所有権移転後は、家庭菜園を中心とした野菜等の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

３番、菅田町大竹の土地ですが、１１月２８日付けで申請人より『取

下願』が提出され、取下げとなりました。 

４番、森山の土地、畑５筆・計４２１㎡、樹園地６筆・計２，０８１

㎡は売買による所有権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き野菜及び果樹の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

５番、多田の土地、畑１筆・２６１㎡も売買による所有権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き野菜の栽培を行います。 

農業は、譲受人夫婦及び母が年間を通して従事します。 

６番、豊茂の土地、畑３筆・計１，９１８㎡は贈与による所有権の移

転です。 
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議 長（会長） 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

現在は畑ですが、所有権移転後は果樹の栽培を行います。 

農業は、譲受人及び子が年間を通して従事します。 

７番、肱川町大谷の土地、田５筆・計３，８０８㎡は売買による所有

権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き水稲の栽培を行います。 

農業は、譲受人夫婦及び母が年間を通して従事します。 

以上、１件の取下案件を除く６件のご審議をよろしくお願いします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

をうけたいと思います。１番。 

 

失礼いたします。 

１番案件について、ご説明します。議案説明資料１ページをご覧くだ

さい。 

１番案件は親子間における贈与による所有権の移転です。 

申請地は、肱北公民館五郎分館の周辺にある農地１１筆と五郎赤橋の

付近にある畑２筆の合計１３筆になります。現在も良好に管理されてい

ます。 

譲受人は、お父さんと一緒に農業に従事しており、今後の管理につい

ても問題はないと思われます。 

調査結果につきましては、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第

３条第２項の第１号関係から第７号関係までの規定に該当する事項はな

いことをご報告します。 

説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、２番。 

 

失礼いたします。 

２番案件について、ご説明いたします。議案書説明資料２ページをご

覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、第３回定例総会に議案提出されました『空き家バンクに登

録された物件と付属する農地』として購入するものです。 

場所としては、菅田公民館宇津分館の東南約２００mに位置しておりま

す。 

今年７月の水害により被害を受けましたが、本宅を解体し、隣接する

もう一棟をリフォームして居住する予定になっています。 

譲受人は初めて農業に従事することになりますが、宅地に隣接してい

る畑であり、家庭菜園として利用したいとの希望でもあるので、問題は

ないと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第２号関係から第７号関係ま

での規定に該当する事項はなく、また第１号関係の「農機具の状況」、

「農作業従事者の状況」につきましては、新規営農計画書を確認し、今

後の耕作状況を確認していきたいと思います。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 続いて、４番。 
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１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

３０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼いたします。 

 ４番案件について、ご説明いたします。議案説明資料４ページをご覧

ください。 

 当案件は、先月の第１１回定例総会において追加指定された「空き家

に付属した農地」になります。 

 申請地は、大川公民館の西に約１．１㎞入った、山あいにある一軒家

の周囲にある畑と樹園地で、計１１筆になりますが現在も良好な状態で

管理されています。 

 譲受人は年間を通して農業に従事するとの「新規営農計画書」も提出

されており、これからの耕作管理に関する問題はないと思われます。 

 その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第７号関係ま

での規定に該当する事項はなく、特に問題はないものと思われます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて、５番。 

 

５番案件について、ご説明いたします。議案説明資料５ページを併せ

てご覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、三善公民館の南西約１．２㎞にある畑になりますが、現在

も良好に管理されています。 

譲受人の自宅付近にあり、管理しやすいことから、今回の申請に至っ

ております。 

譲受人は、勤務先を退職され、年間を通して農業に従事しており、こ

れまでに耕作管理に関する問題は生じておりませんので、所有権移転後

の管理に不安はないものと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、６番。 

 

６番案件について、１１月２０日に事務局職員とともに現地調査を行

いましたので、そのご報告をいたします。議案説明資料６ページを併せ

てご覧ください。 

親族間の贈与による所有権移転になります。 

申請地は、豊茂公民館の南西約１．７㎞にある畑３筆であり、現在は

草刈り等による管理耕作の状況ですが、所有権移転後は果樹を植栽する

予定になっています。譲受人の自宅に近く管理しやすいことから、今回

の申請に至っております。 

譲受人は、子どもとともに年間を通して農業に従事しており、これま

でに耕作管理に関する問題は生じておりませんので、所有権移転後の管

理に不安はないものと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま
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議 長（会長） 

 

３４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで果樹を栽培する予定であることから、特に問題

はないものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。それでは続いて、７番。 

 

７番案件について、ご説明いたします。議案説明資料７ページを併せ

てご覧ください。 

 売買による所有権移転になります。 

 申請地は、大谷自治センターの南約６５０mにある田５筆になります

が、現在も良好に耕作されています。 

 ５筆に分かれておりますが、一か所にまとまった農地であり、耕作し

やすいとのことから売買の話がまとまったとのことです。 

譲受人は、妻と母と一緒に農業に従事しており、これまでに耕作管理

に関する問題は生じておりませんので、所有権移転後の管理に不安はな

いものと思われます。 

 その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はありま

せんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第７７号『農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明申し上げます。 

議案書３、４ページ、ならびに別紙「議案説明資料」の８ページから

４９ページまでを併せてご覧ください。 

１番、田口の土地、２筆、５９㎡の案件は、現在借家住まいをしてい

るが、何かと不便なことから、宅地・建物を購入し隣接の申請地に物置

を設置するため、申請地を売買により取得しようとするものでございま

す。 
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農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心にご審議をお願い

いたします。 

２番、市木の土地、４６６㎡の案件は、現在、両親、祖父と同居して

いるが、独立することから新たに自己住宅を建築するため、申請地を祖

父より使用貸借しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心にご審議をお願い

いたします。 

３番、徳森の土地、２．３７㎡の案件は、平成３０年４月３日付で転

用許可を受け自己住宅を建築したが、施工業者が当初予定していた敷地

境界を越えて造成したことから、敷地増加の修正を行うため、申請地を

義父より使用貸借しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心にご審議をお願い

いたします。 

なお、本案件は、先月計画変更でご審議いただいたものでございます。 

４番、北只の土地、２筆、１２．０５㎡の案件は、平成１３年に住宅

を建築したが北側が手狭で不便なことから、通路として利用するため、

申請地を売買により取得しようとするものでございます。 

農地区分は、おおむね３００m 以内に自動車専用道路の出入口が存する

農地であることから、第３種農地と判断しております。したがいまして、

立地基準には適合しており、一般基準についてご審議をお願いいたしま

す。 

なお、本件は写真のとおり、すでに通路として利用されていることか

ら始末書が提出されております。 

５番、菅田町菅田の土地、１３８㎡の案件は、平成３０年７月豪雨に

より住宅が被災し、現在、借家住まいをしていることから、新たに自己

住宅を建築するため、申請地を売買により取得しようとするものでござ

います。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心にご審議をお願い

いたします。 

６番、菅田町菅田の土地、５筆、５９７㎡の案件は、借家住まいをし

ていたが平成３０年７月豪雨により被災し、また子供が成長し手狭であ

ることから、新たに自己住宅を建築するため、申請地を父からの贈与に

より取得しようとするものでございます。 

農地区分は、おおむね３００m 以内に自動車専用道路の出入口が存する

農地であることから、第３種農地と判断しております。したがいまして、

立地基準には適合しており、一般基準についてご審議をお願いいたしま

す。 

７番、成能の土地、６筆、３，０８９㎡の案件は、製材所を営んでい

るが、県道鳥首五十崎線の付け替えによる事務所・工場の立ち退き及び

加工事業が受注増となり手狭となっていることから、新たに事務所兼簡

易郵便局・工場を建築するとともに原木置場等を拡張するため、申請地
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議 長（会長） 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

５番 

 

を当社役員から賃貸借しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

なお本件の一部は、昨年第１１回定例総会にて農業振興地域からの除

外案件として、ご審議いただいたものでございます。また、すでに製材

所等として利用されていることから、始末書が提出されております。 

８番、成能の土地、２筆、２，１２８㎡の案件は、製材所の役員をし

ているが、原木置場が手狭で、かつ毎年隣接河川の増水で被害を受ける

ことから、新たに原木置場等を拡張し会社に賃貸するため、申請地を売

買により取得しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

９番、新谷の土地、９２㎡の案件は、現在、賃貸住宅に居住している

が、結婚したことから、新たに自己住宅を建築するため、宅地に隣接す

る申請地を売買により父と共有にて取得しようとするものでございま

す。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

以上、９件でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。１番。 

 

それでは１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の８ページから１１ページを参考にしてください。 

申請地は、１０ページの位置図のとおり、平坂集会所の西約１５０m

に位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関からの融資にて着工したいとのことですので、問題ないも

のと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１１ページの地番地

目図のとおり周辺に農地はありませんので、特に問題ないものと思われ

ます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

はい。続いて、２番。 

 

失礼します。 

引き続き２番案件の調査結果をご報告いたします。 
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議 長（会長） 

 

６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案説明資料の１２ページから１５ページを参考にしてください。 

申請地は、１４ページ・１５ページの位置図のとおり、消防団肱北分

団第５部詰所の南西約５０m に位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第自己資金と金融機関からの融資にて着工したいとのことですので、

問題ないものと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１６ページの地番地

目図のとおり北側・東側に農地がありますが、譲渡人の所有地であり、

また南側の農地は申請地より高い位置にありますので、特に問題ないも

のと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて、３番。 

 

失礼します。 

それでは３番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１６ページから１９ページを参考にしてください。 

申請地は、１８ページの位置図のとおり、徳森保育所の北約５０m に存

する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、議案書及び

議案説明資料の摘要欄に記載のとおり施工業者が誤って敷地境界を越え

て造成したことから、敷地増加の修正を行うため申請されたものであり、

問題ないものと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１９ページの地番地

目図のとおり東側などに農地がありますが、譲渡人の所有地であり、特

に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、ま

た、すでに擁壁が施行されていることから始末書を提出し、反省もして

いるようですので、追認許可はやむを得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい、続いて４番。 

 

失礼いたします。 

それでは４番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２０ページから２４ページを参考にしてください。 

申請地は、２３ページ・２４ページの位置図のとおり、高速道路大洲

北只インターチェンジの出入口から西南西約２２０m に位置する農地で

す。 

まず立地基準ですが、事務局説明のとおり、第３種農地ですので、問

題ないと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、すでに工事

等は完了しており違反転用状態であることから始末書が提出されていま
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議 長（会長） 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１５番 

すので、逆に転用は確実に実施されているものと言えます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２３ページの地番地

目図のとおり北側と東側に農地がありますが、北側の農地は譲渡人の所

有地で先月転用が申請されたものであり、また東側の田も同意が得られ

ているとのことですので、特に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、ま

た、すでに工事は完了されていることから始末書を提出し、反省もして

いるようですので、追認許可は止むを得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて５番、６番。 

 

失礼します。 

それでは５番、６番案件の調査結果をご報告いたします。 

まず５番案件につきましては、議案説明資料の２５ページから２９ペ

ージを参考にしてください。 

申請地は、２６・２７ページの位置図のとおり、朝日集会所の北東約

１８０m に位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第自己資金にて着工したいとのことですので、問題ないものと思われ

ます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２８ページの地番地

目図のとおり周辺に農地はありませんので、特に問題ないものと思われ

ます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

 

続きまして、６番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の３０ページから３４ページを参考にしてください。 

申請地は、３１ページ・３２ページの位置図のとおり、西集会所の北

東から西に隣接する農地です。 

まず立地基準ですが、事務局説明のとおり、第３種農地ですので、問

題ないと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第自己資金にて着工したいとのことですので、問題ないものと思われ

ます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、３３ページの地番地

目図のとおり周辺には農地がありますが、大半が譲渡人の所有地であり、

東側の畑も同意が得られているとのことですので、特に問題ないものと

思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

この２件の案件のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  

続いて７番、８番。 

 

それでは７番案件の調査結果をご報告いたします。 
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議 長（会長） 

 

１９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案説明資料の３５ページから３９ページを参考にしてください。 

申請地は、３６・３７ページの位置図のとおり、成能簡易郵便局の周

辺に位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、すでに転用

は完了しており違反転用であることから始末書が提出されておりますの

で、転用は確実なものと言えます。 

なお本案件の一部は、昨年第１１回定例総会にて農振からの除外案件

として、ご審議いただいたものであり、その時と状況は変わっておりま

せん。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、３８ページの地番地

目図のとおり北側に農地がありますが、次の８番案件として転用申請が

なされておりますので、特に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、ま

た、すでに事務所や工場などに利用されていることから始末書が提出さ

れ、反省もしているようですので、追認許可は止むを得ないものと考え

ます。 

 

引き続き８番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の４０ページから４４ページを参考にしてください。 

申請地は、４１・４２ページの位置図のとおり、成能簡易郵便局の東

約４０m で、先ほどの７番案件の北側に隣接する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第自己資金にて着工したいとのことですので、問題ないものと思われ

ます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、４３ページの地番地

目図のとおり北側に農地がありますが、同意が得られているとのことで

すので、特に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

以上２件につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

はい。では続いて、９番。 

 

失礼いたします。 

それでは９番案件の調査結果をご報告いたします。 

当案件は、賃貸住宅に居住しているが、新たに自己住宅を建築するた

め申請地を売買により取得するものです。 

議案説明資料の４５ページから４９ページを参考にしてください。 

申請地は、４６・４７ページの位置図のとおり、大洲福祉会館の西約

７０m に位置する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関からの融資にて着工したいとのことですので、問題ないも

のと思われます。 
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議 長（会長） 

 

 

 

３９番 

 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３９番 

 

事務局（次長） 

 

 

３９番 

 

 

事務局（次長） 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、４８ページの地番地

目図のとおり西側に農地がありますが、高低差があり、かつ道路を挟ん

でいることから、特に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんから報告がありましたが、何かご質疑はございま

せんか。 

はい、どうぞ。 

 

失礼いたします。 

只今の案件の中で、４番と６番につきましてお伺いします。 

４番の北只の土地、６番の菅田の土地の転用関係でありますが、事務

局の説明と、調査されました委員さんの説明、いずれも自動車専用道路

が近くにあるということで第３種農地と判断したということでございま

したが、第２種農地ではないのかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議案説明資料の３２ページをお開きいただくと、この右端から２、３

０mの位置に大洲道路からの出入口がございます。その出入口から申請農

地を測りますと、約２２０mの場所にございます。この議案説明資料の立

地基準の「許可基準に定める農地区分該当事項」に、「運用通知 第２

の１の（１）のエの（ア）のａの（ｂ）」とありますが、これは例えば

自動車専用道路、列車の駅、県や市の庁舎や支所から３００m以内につい

ては第３種農地にする、と定められたものであり、距離を測ると今回は

３００m以内の存する農地ということで、第３種農地となるわけでござい

ます。 

 

４番案件も同じ状況でしょうか。 

 

４番案件も同様で、自動車専用道路から３００m以内に存しておりま

す。 

 

分かりました。そうしましたら、資料が第２種農地となっております

ので、報告書が誤っておるかと思います。 

 

失礼いたしました、議案資料の立地基準「ロ（２）」に丸をつけてあ

りますが、「ロ（１）」が正しいので訂正をお願いいたします。 

 

よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する
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事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

２１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

３４番 

ことに決定いたしました。  

次に、議案第７８号「非農地証明について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７８号「非農地証明について」ご説明申し上げます。 

議案書５ページ、ならびに別紙「議案説明資料」の５０ページから５

７ページまでを併せてご覧ください。 

１番、多田の土地、４筆、１，３７１㎡の案件は、自然潰廃（２０年

以上耕作放棄）し復旧が著しく困難ということで申請があったものでご

ざいます。 

申し出によりますと、現況原野の申請地は、肱川沿線に立地し洪水の

たび土砂が流入することから、平成元年頃より管理を諦め耕作放棄した

ため、自然潰廃し復旧が著しく困難となったとのことであり、また現況

山林の申請地は、亡父から贈与を受けた昭和６０年以降耕作放棄し、周

辺と共に竹林と化し復旧が著しく困難となった。とのことでございます。 

２番、大谷の土地、２筆、１，２１１㎡の案件は、自然潰廃（２０年

以上耕作放棄）し復旧が著しく困難及び転用（植林に限る：２０年以上

経過）し、復旧が著しく困難ということで申請があったものでございま

す。 

申し出によりますと、申請地（上段）は、昭和４５年頃亡父が耕作管

理を諦めクヌギを植林したため、現在は復旧が著しく困難となった。 

また申請地（下段）は、亡祖父・亡父が昭和３０年頃から耕作放棄し

たため、雑木が繁茂し復旧が著しく困難となったとのことでございます。 

以上２件、６筆、２，５８２㎡でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

を受けたいと思います。１番。 

 

失礼します。 

それでは、１番案件の調査結果を報告いたします。 

議案説明資料の５０ページから５３ページを参考にしてください。 

申請地は、５１ページの位置図のように八多喜連絡所の南約７５０mと

約８００mに位置する農地です。 

申請によりますと、「申請地（現況原野分）は、肱川沿線に立地し洪

水のたび土砂が流入することから、平成元年頃より管理を諦め耕作放棄

したため、また申請地（現況山林分）は、亡父から贈与を受けた昭和６

０年以降耕作放棄し、周辺と共に竹林と化し復旧が著しく困難となった」

との申し出です。 

申請者の申立、現地調査による樹木の生育状況から写真のとおりの状

況ですので、農地への復旧には、開墾と同程度の労力が必要であると考

えられ、復旧は著しく困難と認められました。 

よって、本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、２番。 

 

それでは、２番案件の調査結果を報告いたします。 
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議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(専門員兼農政係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案説明資料の５４ページから５７ページを参考にしてください。 

申請地は、５５・５６ページの位置図のように旧大谷小学校の北約１

００mと北北西約４５０mに位置する農地です。 

申請によりますと、「申請地上段は、昭和４５年頃亡父が耕作管理を

諦めクヌギを植林したため、また申請地下段は、亡祖父・亡父が昭和３

０年頃から耕作放棄したため、雑木等が繁茂し復旧が著しく困難となっ

た」との申し出です。 

申請者の申立、現地調査による樹木の生育状況から、写真のとおりの

状況ですので農地への復旧には、開墾と同程度の労力が必要であると考

えられ、復旧は著しく困難と認められました。 

よって、本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はござい

ませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この証明願の土地については非農地

と判断し、証明書を交付することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願の土地は非農地と判断し、証明書

を交付することに決定いたしました。 

次に議案第７９号『農用地利用集積計画の決定について』を議題とい

たします。 

本件につきましては、川本由紀美委員に関する事項が含まれています

ので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、川本委員の退

席を求めます。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第７９号「農用地利用集積計画の決定について」をご説明します。 

議案書の６ページをご覧ください。 

１番、引き続き、野菜を栽培するため、賃借権を３年間設定しようと

するものです。 

２番、引き続き、水稲を栽培するため、賃借権を６年間設定しようと

するものです。 

３番から次頁の６番まで、新たに農地を借り受け、野菜苗を栽培する

ため、賃借権を５年間設定しようとするものです。 

７番 新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、賃借権を１０年

間設定しようとするものです。 

８ページです。 

８番、引き続き、野菜を栽培するため、賃借権を３年間設定しようと

するものです。 

９番、引き続き、飼料を栽培するため、賃借権を３年間設定しようと

するものです。 

１０番、新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、賃借権を５年

間設定しようとするものです。 
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議 長（会長） 
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１１番、新たに農地を借り受け、野菜を栽培するため、賃借権を１０

年間設定しようとするものです。 

１２番、新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、賃借権を５年

間設定しようとするものです。 

９ページです。 

１３番及び１４番、新たに農地を借り受け、野菜を栽培するため、使

用貸借権を５年間設定しようとするものです。 

１５番、新たに農地を借り受け、野菜を栽培するため、賃借権を２年

間設定しようとするものです。 

１６番及び１７番、新たに農地を借り受け、果樹及び野菜を栽培する

ため、使用貸借権を１０年間設定しようとするものです。 

１０ページです。 

１８番、引き続き、水稲を栽培するため、賃借権を５年間設定しよう

とするものです。 

１９番、引き続き、水稲を栽培するため、賃借権を２年間設定しよう

とするものです。 

２０番、引き続き、水稲を栽培するため、賃借権を３年間設定しよう

とするものです。 

２１番、新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、使用貸借権を

５年間設定しようとするものです。 

１１ページです。 

２２番、引き続き、飼料を栽培するため、使用貸借権を１０年間設定

しようとするものです。 

２３番、新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、賃借権を５年

間設定しようとするものです。 

２４番、新たに農地を借り受け、水稲を栽培するため、使用貸借権を

５年間設定しようとするものです。 

１２ページです。 

２５番、引き続き、果樹を栽培するため、使用貸借権を１０年間設定

しようとするものです。 

２６番、引き続き、果樹を栽培するため、賃借権を６年間設定しよう

とするものです。 

２７番及び２８番、引き続き、水稲を栽培するため、賃借権を５年間

設定しようとするものです。 

以上、利用権設定・件筆数、２８件・５１筆、利用権設定総面積、５

７，１０１㎡。 

続いて、所有権移転の案件です。 

議案書１４ページをご覧ください。 

１番、所有権の移転を受ける者が経営規模の拡大を図るため、売買に

より東大洲の農地２筆を取得しようとするものです。 

以上、所有権移転・件筆数、１件・２筆、１，４８５㎡です。 

いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

只今事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。 

 

（質疑なし） 
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議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

特にご質疑もないようですので、本案を原案のとおり決定することに、

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定することにいたしま

す。 

それでは、川本委員の入場を許可します。 

以上で、本日の定例総会に提案いたしました議案の全ての審議が終了

しましたので、議事を閉じることにいたします。 
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